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１ 背景・目的 

 

   平成 24 年度に全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、文

部科学省からの通知を踏まえ、平成 24 年 8 月に、道路を管理する国、都、区及び所轄警察、

並びに教育委員会、学校、ＰＴＡ等の各機関は、区立小学校において、通学路の緊急合同点

検を実施しました。また、この結果、関係機関で協議し、平成 24 年度及び平成 25 年度に必

要な改善を実施してきたところです。 

   このような背景から、本協議会は、児童が安全に通学できるよう、関係機関が相互に連携

し、通学路の交通安全確保の取組を行っていくことを目的とし、この「新宿区通学路交通安

全プログラム」を策定しました。 

 

 

２ 通学路の交通安全確保に関する取組方針 

 

 

（１）基本的な考え方 

    文部科学省、国土交通省、警察庁による「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効

果的な取組の推進について」に基づき、継続的な推進体制を構築するとともに、各小学校

長が指定した通学路の安全を確保するため、取組の効果的・効率的な実施を図ります。 

 

  ※通学路とは、児童等が安全に通学するために利用すべき道路として、学校長が指定したも

のです。 

 

 

（２）実施方法 

各小学校及び地域の特性を踏まえ、学校、教育委員会、ＰＴＡ、道路管理者、警察、町

会・自治会等は、通学路の交通安全確保を効率的かつ効果的に実施するため、以下の方法

により、通学路の交通安全総点検を実施します。 

 

①定期的な点検 

全区立小学校を５つのグループに分け、それぞれ５年に 1 回、定期的に交通安全総点検

を実施します。 

【別添１：「新宿区通学路交通安全プログラム」交通安全総点検予定年次】 

  【別添２：「新宿区立小学校通学区域図」】 

 

②随時の点検 

    その他、各小学校から交通安全総点検の申し入れがあった場合には、必要に応じて、実

施します。 
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（３）通学路の交通安全確保のためのＰＤＣＡサイクル 

 

交通安全総点検は、通学路の安全性の向上を図るため、その取組の実施・対策の検討、

対策の実施、対策効果の把握、その結果を踏まえた対策の改善・充実を一連のサイクルと

して、繰り返し実施することとします。また、これを着実に実施するため、以下の取組を

ＰＤＣＡサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っていきます。 

 

［通学路の交通安全確保のためのＰＤＣＡサイクル］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 交通安全総点検の実施 

    当該年度対象の小学校へ毎年、通知を行います。その後、対策が必要である箇所に対し

て、定期的な交通安全総点検を行います。また、必要に応じて随時、交通安全総点検を行

います。 

 

 ② 対策の検討 

交通安全総点検の結果から明らかになった要対策箇所について、点検が終了後、対策箇

所ごとに、歩道整備や防護柵設置、道路標識の設置、道路標示の補修のようなハード対策

や、交通規制や交通安全教育のようなソフト対策等、要対策箇所に応じた具体的な実施メ

ニューを検討します。 

 

③ 対策の実施 

    対策の検討が終了した後、その対策が円滑に進むよう、道路の整備については道路管理

者が、交通規制等に関しては交通管理者が、学校等は児童への交通安全教育等、関係機関

で連携を図り、実施します。 

 

[対策例] 

道路管理者 

（国、都、区） 

・カーブミラーの調整や設置 ・カラー舗装などの路面表示 

・注意看板の設置  ・その他 

交通管理者 

（所轄警察） 

・交通規制の時間や表示等の変更  

・信号機の調整や設置  ・その他 

学校・地域等 
・通学路の見直し ・児童への交通安全教育 

・その他 

⑤対策の改善・充実 

①交通安全総点検の実施 

②対策の検討 

④対策効果の把握 

③対策の実施 

Plan 

Check 

Do Action 
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④ 対策効果の把握 

交通安全総点検の結果に基づく対策実施後に、実際に期待した効果が上がっているか等

について確認するため、対策実施後の効果を把握します。 

 

⑤ 対策の改善・充実 

対策実施後も、交通安全総点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実を

図ります。 

 

[点検・対策の手順] 

予定時期 内    容 実施機関 

４月 各小学校へ通学路交通安全総点検実施通知 教育委員会 

５～６月 各小学校から報告集約 教育委員会 

 

７～８月 

 

交通安全総点検の実施 

道路管理者（国、都、区）及び 

所轄警察、並びに教育委員会、 

学校、ＰＴＡ、町会・自治会等 

８～９月 対策の検討 同上 

１０月～３月 対策の実施 
道路管理者（国、都、区）及び 

所轄警察、教育委員会 

１２月～３月 対策効果の把握 事務局 

３月 対策箇所図及び対策箇所一覧表の公表 事務局 

 

３月～ 

 

対策の改善・充実 

道路管理者（国、都、区）及び 

所轄警察、並びに教育委員会、 

学校、ＰＴＡ、町会・自治会等 

 

３ 対策箇所一覧表及び対策箇所図の公表 

小学校ごとの点検結果や対策内容については、「対策箇所一覧表」及び「対策箇所図」を作

成し、ホームページ等の方法により公表します。 

【別添３：「対策箇所一覧表 様式例」】 

【別添４：「対策箇所図 様式例」】 

 

 

４ 学童クラブに通う経路における交通安全総点検の実施について 

   定期点検対象校の児童が通う学童クラブへ児童が来所・帰宅する際の経路について事前に

調査を依頼し、対策が必要な箇所について総点検を実施する。 



警察署
令和６年度
（1年目）

　　Ａグループ

令和７年度
（2年目）

　　Ｂグループ

令和８年度
（3年目）

　　Ｃグループ

令和９年度
（4年目）

　　Dグループ

令和１０年度
（5年目）

　　Ｅグループ

牛込仲之小 津久戸小 早稲田小 市谷小 余丁町小

富久小 江戸川小 鶴巻小 愛日小 東戸山小

西新宿小 大久保小 戸山小 淀橋第四小 柏木小

天神小

戸塚第一小 戸塚第三小 落合第一小 落合第二小 落合第三小

戸塚第二小 西戸山小 落合第四小 落合第五小 落合第六小

四谷 四谷小 四谷第六小 花園小

6校 6校 6校 5校 6校

「新宿区通学路交通安全プログラム」交通安全総点検予定年次

牛込

新宿

戸塚

＊令和１１年度以降は、Ａグループに戻り、上記順により継続的に実施する。

別
添
１

４



新宿区立小学校通学区域図

愛日小

江戸川小

津久戸小
早稲田小

市谷仲之小

富久小

余丁町小

四谷小

四谷第六小

天神小

花園小

鶴巻小

戸塚第一小

戸塚第二小

東戸山小

大久保小
柏木小

西新宿小

淀橋第四小 戸山小

西戸山小

戸塚第三小

落合第四小

落合第一小

落合第二小

落合第五小

落合第三小

落合第六小

凡例

Ａグループ

Ｂグループ

Ｃグループ

Ｄグループ

Ｅグループ

別
添
２

市谷小

５



＜○○小学校区＞

【○○小学校】〇月〇日（〇）実施
点検箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施（予定）年度

1 ●●町５番先の■■坂 堀が高く見通しが悪い。
ミラーの角度調整、
通学路標示。
児童への安全教育の実施

新宿区
教育委員会

令和〇年度実施済み

2
○○○町８番と△△△△３番
の間の道路

グリーン表示が薄れている。
路側帯カラー舗装。

新宿区 令和〇年度実施済み

3
東五軒町２番と新小川町９番
の交差点

歩行者用灯器（信号機）が無
い。

歩行者用信号機（歩行者用
灯器）増灯を公安委員会へ
上申。

○○警察署 令和●年度実施予定

（対策検討メンバー）小学校、教育委員会、ＰＴＡ、○○警察署、新宿区道路課、新宿区交通対策課

【●×学童クラブ】〇月〇日（〇）実施
対策箇所番号 箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

4
××町７０番地先　南北一方
通行

交通量が多い。道が狭い。

通学路標示。
通学路標識の角度を調整。
交通規制の時間変更を公安
委員会へ上申。

新宿区
○○警察署

令和〇年度実施済み

5 ○△町１番と◆●町２番の間の道路
止まれの文字が薄れてい
る。

路面標示の改修、
路側帯カラー舗装。
交通規制の時間変更を公安
委員会へ上申。

新宿区
○○警察署

令和●年度実施予定

（対策検討メンバー）教育委員会、〇〇警察署、新宿区子ども家庭支援課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

令和〇年度　交通安全総点検　新宿区内通学路対策箇所一覧表
対
策
箇
所
一
覧
表

様
式
例

別
添
３

６



東京都 新宿区 津久戸小学校区（Ｒ〇年度交通安全総点検 対策箇所図）

文

：対策箇所

【対策検討メンバー】津久戸小学校：小学校、教育委員会、ＰＴＡ、牛込警察署、新宿区道路課、新宿区交通対策課

〇〇学童クラブ：教育委員会、牛込警察署、新宿区子ども家庭支援課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

１ グリーン表示が薄れている。

＜対策内容＞

路側帯カラー舗装。（新宿区）

４ 坂を上ると左から車が来ることが多いが、気付かない。

＜対策内容＞

ガードパイプの設置。（新宿区）

３ 放置自転車が多い。

＜対策内容＞

ガードパイプを設置し、安全対策を行う。

（牛込警察署、新宿区）

２ 歩行者用灯器がない。

＜対策内容＞
歩行者用灯器増灯を公安委員会へ上申。（牛込警察署）

●津久戸小学校

令和○年度実施済み

対
策
箇
所
図
様
式
例

別
添
４

７

【凡例】

令和○年度実施済み

令和●年度実施予定

令和○年度実施済み
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新宿区交通安全協議会委員 
 

（区議会関係） 

 

議 長 

副 議 長 

福 祉 健 康 委 員 会 委 員 長 

環 境 建 設 委 員 会 委 員 長 

文 教 子 ど も 家 庭 委 員 会 委 員 長 

 

（関係団体） 

 

牛 込 交 通 安 全 協 会 会 長 

新 宿 交 通 安 全 協 会 会 長 

戸 塚 交 通 安 全 協 会 会 長 

四 谷 交 通 安 全 協 会 会 長 

 

四 谷 地 区 町 会 連 合 会 会 長 

箪 笥 町 管 内 町 会 連 合 会 会 長 

榎 町 地 区 町 会 連 合 会 会 長 

若 松 町 地 区 町 会 連 合 会 会 長 

大 久 保 地 区 町 会 連 合 会 会 長 

戸 塚 地 区 町 会 連 合 会 会 長 

落 合 第 一 地 区 町 会 連 合 会 会 長 

落 合 第 二 地 区 町 会 連 合 会 会 長 

柏 木 地 区 町 会 連 合 会 会 長 

西 新 宿 町 会 連 合 会 会 長 

区 役 所 地 区 連 合 会 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四谷地区青少年育成委員会会長 

箪笥地区青少年育成委員会会長 

早稲田地区青少年育成委員会会長 

若松地区青少年育成委員会会長 

大久保地区青少年育成委員会会長 

戸塚地区青少年育成委員会会長 

落合第一地区青少年育成委員会会長 

落合第二地区青少年育成委員会会長 

柏木地区青少年育成委員会会長 

角筈地区青少年育成委員会会長 

 

新宿区高齢者クラブ連合会会長 

四谷地区高齢者クラブ連合会会長 

牛込地区高齢者クラブ連合会会長 

淀橋地区高齢者クラブ連合会会長 

戸塚地区高齢者クラブ連合会会長 

落合地区高齢者クラブ連合会会長 

 

新 宿 区 婦 人 団 体 協 議 会 会 長 

新宿区家庭教育グループ連絡会会長 
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（学校・保育所関係） 

 

新 宿 区 立 小 学 校 長 会 会 長 

新 宿 区 立 中 学 校 長 会 会 長 

新 宿 区 立 幼 稚 園 長 会 会 長 

新 宿 区 立 保 育 園 長 会 幹 事 

新 宿 区 私 立 幼 稚 園 協 議 会 会 長 

新 宿 区 私 立 保 育 園 連 合 会 会 長 

新宿区立小学校ＰＴＡ連合会会長 

新宿区立中学校ＰＴＡ協議会会長 

新宿区立幼稚園ＰＴＡ連合会会長 

 

（関係行政機関） 

 

新 宿 労 働 基 準 監 督 署 長 

東京国道事務所代々木出張所長 

東 京 都 第 三 建 設 事 務 所 長 

警 視 庁 牛 込 警 察 署 長 

警 視 庁 新 宿 警 察 署 長 

警 視 庁 戸 塚 警 察 署 長 

警 視 庁 四 谷 警 察 署 長 

東 京 消 防 庁 牛 込 消 防 署 長 

東 京 消 防 庁 新 宿 消 防 署 長 

東 京 消 防 庁 四 谷 消 防 署 長 

 

 

（区職員等） 

 

区 長 

副 区 長 

教 育 委 員 会 教 育 長 

地 域 振 興 部 長 

福 祉 部 長 

子 ど も 家 庭 部 長 

み ど り 土 木 部 長 

都 市 計 画 部 長 

 


